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　⑤既整備内容・期間・事業費

平成３０年度 用水路トンネル ２5０百万円

平成３１年度

平成３２年度 付帯工 ３０百万円

　③総事業費

　④全体計画 （年度別整備内容）

用水路トンネル ２5０百万円

測量・設計 3０百万円

　□副次目標　

（２）整備内容と整備量

　　・農業所得増加額　1,４９８千円≧７０３千円※

・用水路トンネル　L=493m（φ1200）

○重要プロジェクトとしての位置付け
　（新・やまなし農業施策大綱）　　　　　（※評価基準値）

用水路トンネル １4０百万円

　②整備期間 平成２８年度～平成３２年度

平成２９年度

平成２７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）
１．事業評価説明シート     （区分）　国補 ・ 県単

事業名 ため池等整備事業（国補） 事業箇所 山　梨　県上野原市上野原 地区名 事業主体

・農業用地への安全供給と防災対策上の必要な整備量としている。

・工事の際は、環境への影響を最小限にするよう措置を講じる。

（３）事業の妥当性評価

　上野原用水路は上野原市東部の水田地帯に用水を供給するため、大正8年に建
設された全長約９ｋｍの農業用用水路である。
　本水路は、鶴川上流より取水し、山間部を素掘りトンネル構造としており、長
年の通水に伴い崩落や亀裂が発生し、通水への支障が生じている。また、一部コ
ンクリート構造箇所においても、側壁が老朽化し木の根が内部に侵入するなど、
トンネル自体の脆弱化が懸念されている。さらに近年ではトンネル上部の開発が
進み住宅や工場が建設されるなど、その危険度は増しており、災害時には生命、
財産への甚大な被害が想定される。
　このことからトンネル整備を行うことで、農業用水の安定供給だけでなく災害
を未然に防止するものである。

・土地改良法施行令第５０条第１項７の８により県が事業主体となって行うべきで
ある。

（１）事業概要

　②整備目標・効果 　　・便益（Ｂ）＝1,872百万円、・費用（Ｃ）＝１,656百万円

○

妥当 ・ 妥当でない

山
やま

風呂
ぶ ろ

　①課題・背景

　□主要目標　

○

⑥環境負荷への配慮 ○○農地の保全
○既存施設の崩壊危険性の排除

①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か）

④事業実施・規模の妥当性 ○
○農業用排水能力の向上

○

③経済妥当性 ○

・本地区は、大規模地震対策特別措置法第3条第1項に基づき指定された地震防災対
策強化地域を対象に行うもので、防災減災対策整備として行政が行うべきものであ
る。

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか）

・該当なし

　　・施設老朽度（耐用年数40年）-（経過年数61年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　= -21年 ≦ 0年 ※
　　・用排水能力向上率（計画用水能力）÷（現況用水能力）
　　　0.76㎥/s÷0.62㎥/s＝1.2≧1.0※

（事業費）

平成２８年度

 　約７億円

（国費3.85億円(5.5/10) 県費2.03億円(2.9/10)　市費1.12億円(1.6/10)）

　　費用便益費　便益（Ｂ）/費用（Ｃ）＝１．１３＞１．０

　□副次効果　

⑦事業計画の熟度

⑤整備手法の有効性
・受益面積規模、事業対象工種から、ため池等整備事業で対応することが妥当であ
る。

○

　       総 合 評 価

　①整備内容

・早期着工の要望有り

【事業位置図等】

[貢献度ランク：ａ] ○

○農業生産力の向上

調査に関する事前評価済（Ｈ２６）
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２．添付資料シート（１）

上野原市役所

鶴

川

相模川（桂川）

受 益 地

中 央 自 動 車 道

Ｊ Ｒ 中 央 線

国 道

県 道

計画路線（トンネル）

既 設 水 路 （ 開 水 路 ）

既設水路（トンネル）

市 役 所

凡　　　　　例

①

ため池等整備事業 山風呂地区 一般計画平面図
至 三二山取水口

事　業　概　要

主要工事 水路トンネル　Ｌ＝４９３ｍ

受益面積 A=３５ ha

総事業費 約７億円

 ２



２．添付資料シート（２）

②素掘り区間では崩落により断面変形している。

③コンクリート側壁の老朽化により、
木の根が内部に侵入し、通水を阻害している。

トンネル内部状況

①通水機能を道路下に移し、人家や工場の安全を確保
する。

④老朽化により、崩落の
危険性がある。

 ３


